
基本的な相続にかかるお手続の流れは以下のとおりです。

①死亡のお届け

②必要書類の準備

③相続人全員で相続手続依頼書を記入

④JA窓口（被相続人様のお取引店舗）へ提出

 ◇ご請求からお手続の完了までは、一定のお時間をいただきますので、あらかじめ

お取引店舗にお問い合わせください。

お手続の流れ

〇貯金の入出金を停止いたします。 

〇自動引き落としをご利用の場合は、変更手続をご手配くださ

い。 

〇戸籍謄本（法定相続情報一覧図（写）でも可能）

〇印鑑証明書（原則、相続人全員のもの）をご準備ください。

〇「相続関係者欄」は必ず自署願います。

〇「実印」または「お届け印」を鮮明に押捺願います。

〇遺言書、家庭裁判所の審判等の事情がある場合は、前もっ

て遺言書・審判書原本を、JA窓口までご持参ください。 

→必要書類はこちら

https://www.ja-ichikawashi.or.jp/wp-content/uploads/2023/12/7ce9c0e73e4729ad0d86d85320426245.pdf

